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①　1号認定の施設に入所申し込みをし、○○保育所(等)に併願していることを伝えてください。

②　並行して、2号認定の施設に認定申請・入所申し込みをしてください。

③　市で入所調整した結果をお知らせしますので、最終的な入所施設を決定し保育幼稚園課まで連絡してください。

● 4月入所者　・・・調査決定のうえ、4月中旬に通知します。

● 年度途中入所　・・・調査決定のうえ、入所希望月の前月中旬に通知します。

令和７年５月～令和８年１月 入所希望月の２か月前の月初日～月末日 保育幼稚園課又は各施設

　年少以上の児童について、保育料は無償ですが、副食費がかかります。所得に応じて減免される場合があります。
　また、ひとり親・在宅障がい者のいる世帯については、減免基準が緩和されますが、別に提出資料が必要です。

【一次募集の流れ】

令和８年２月～３月

5月以降入所　：　2か月前の月末に締め切り調整し、前月の10日頃に連絡

4月入所（二次募集）　：　３月１日以降に調整し、３月中旬頃までに連絡

希望、定員の空き状況などに応じ、就労証明書
等提出された書類に基づいて、保育の必要性を
踏まえ市が利用調整を行います。
利用調整は、保育利用調整（選考）基準判定表
（ＨＰ掲載）に基づき決定します。

年度当初年齢の０～２歳児についてのみ、市民税非課税世帯を除き、保育料がかかります。保育標準時間、保育短時間で保育料が異なります。
　また、低所得世帯等（ひとり親・在宅障がい者のいる世帯）の軽減措置がありますが、別に提出資料が必要です。

☆第1希望の施設に入所できる場合

★第1希望の施設に入所できない場合

〈短時間〉

実施機関・方法等 入所の決定時期（内定）

4月入所（一次募集）　：　詳細は下記の通り

第1希望の施設

保育幼稚園課又は各施設

※月末が土日祝日の場合は前の開庁日が締切日となります。

※２号・３号認定者の入所（園）は原則として月初日からです。

※保育を必要とする3歳以上で、1号認定施設（利用標準時間＋預かり保育）と2号認定施設の併願を希望する場合は、

　利用調整・決定時期について

受付期間 及び 期限　（※）

一次募集：令和６年11月15日(金)～12月1０日(火)

二次募集：令和７年２月14日(金)～２月28日(金)

令和８年４月一次募集の日程で受付予定

入 所 時 期

令和7年4月

※延長保育は、入園内定後に、別に申込みが必要です。料金については各施設で異なります。

※月120時間未満の場合でも就労時間（通勤時間含む）により標準認定する場合があります。

提 出 先

勤務時間等
の基準

/

　利用時間について(保育の必要量)

　  利用時間は、労働等の状況（勤務時間）や保育を必要とする理由により、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
  （就労の場合、認定された各区分の中で利用可能な時間は･･･勤務時間＋通勤時間 が基本です）

居残り基本の保育時間　８時間早出 延長

11時間（利用可能な時間帯）
の中で、必要となる保育時間

８時間まで利用可能

標準時間

短時間 月　６４時間以上（１日４時間、月16日以上が目安です。 ）

月１２０時間以上

基本の保育時間　８時間

■ 保育料・副食費の決定について

保育所・認定こども園(保育所部分)の入園申込をされる方へ(令和7年度)

0歳～小学校就学前までのお子さんを対象に、保護者が仕事や病気などの理由により、家庭での保育ができない場合に、保護者に代わっ
て保育をする施設です。ご利用いただく方は、教育・保育給付認定２号又は３号の認定を受ける必要があります。

　教育・保育施設を利用する際に申請いただく認定のことです。保育所・認定こども園(保育所部分)をご利用いただく場合は２・３号認
定を、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)をご利用いただく場合は１号認定を申請いただきます。
　２・３号認定を取得するためには、保護者全員が仕事や病気等の理由により、家庭での保育ができないことが条件となります。条件の
詳細については、裏面の「提出資料について」をご覧ください。

■ 副食費について

　教育・保育給付認定とは

　認定申請・入所(園)申込書の提出について

保育料・副食費について

■ 保育料について

〈標準時間〉

　保育所・認定こども園(保育所部分)とは

今治市

保育幼稚園課
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２
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日

内
定

２月10日までに連絡のない場合は、第１希望で内定となります。

第２希望以下で、調整を進めていきます。

２月10日までに、順次、連絡させていただきます。
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・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当証書 ・障害基礎年金証書

◆

◆

⇒

2 ⇒

□ 診断書（原本）

□ 身体障害者手帳（ｺﾋﾟｰ）

□ 療育手帳（ｺﾋﾟｰ）

□ 精神保健福祉手帳（ｺﾋﾟｰ）

□診断書

□身体障害者手帳（ｺﾋﾟｰ）

□療育手帳（ｺﾋﾟｰ）

□精神保健福祉手帳（ｺﾋﾟｰ）

5 ⇒

6 ⇒

7 ⇒

申請書に個人番号（マイナンバー）を記載した場合は、本人確認として申請者（保護者）の書類の提示が必要です。

①　個人番号カード　または　個人番号通知カード　　※個人番号カードの場合は②の書類は不要

②　申請者（保護者）の身元が確認できる書類（運転免許証など）

入所希望月の前月末までに今治市に転入済みの確認ができない場合は入所できません。

※ 申し込み後に入所を取り下げる場合は速やかに各施設、もしくは保育幼稚園課まで連絡してください。

※ 世帯状況等に申込時との変更があった場合は必ず保育幼稚園課まで連絡してください。副食費等が変更になる場合があります。

※ 転職等や希望により認定内容を変更する場合は、変更申請書と変更理由の確認のための書類（就労証明等）をそえて、変更申請をしてください。

■ その他

■ 妊娠・出産を理由として新規に申し込む場合

保育の必要理由が「妊娠・出産」で入所し、産後は別の理由で入所を継続希望する場合は新規扱いとなり、再度申込みになります。そのため、これまでの保育
所等を継続的に利用できるとは限りません。

隣接する市町村等に居住したまま、今治市内にある施設を利用される場合につきましては、今治市様式ではなく、お住まいの市町村の様式を使用していただく
こととなります。必要な申請や時期については、各市町村毎に異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。

   申し込みに関する注意事項

■ 転入予定の方

■ 今治市外から申し込まれる方

■ 個人番号（マイナンバー）の取り扱いについて

① ひとり親家庭（母子・父子家庭）の方は、以下の書類のいずれかをコピーして提出してください。

② 同じ住所のかたで身体障害者手帳など交付を受けている方がいる場合は、以下の書類のいづれかをコピーして提出してください。

・児童扶養手当証書 ・ひとり親家庭医療受給者証 ・国民年金証書（遺族基礎年金） ・戸籍謄本または抄本（離婚日記載のもの）

※証明書類の提出後、内容に変更があった場合（保育の理由、勤務時間や場所の変更など）は、その都度証明書の提出が必要です。

⇒

3

4

妊娠・出産　（出産の前後）

病人(親族）の介護・看護等

保護者の病気・障がい等

就　学　　　 □ □

□

□

□

□

□

□ 最大３か月

就学期間

状況による

産前産後各8週の
属する月

状況による

状況による

1

提出が必要な書類がそろいましたら（父母、それぞれ必要です。）、書類チェック欄の該当項目に☑をしてください。

　就労証明書 ＋ 営業許可証、登記事項証明書、青色申告
開業届、確定申告書、売上伝票、売買契約書などいずれか
の写し

□ □

認定期間
（限度の参考）

  提出が必要な書類

求職活動

災害復旧

⇒

□

□

□

□

□

　提出資料について

各施設にて配布される様式をご利用ください。

■ 教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書（令和７年度）

■ 保育料・副食費の算定に必要な資料

状況による

書類チェック欄

父 母

□ □

保育を必要とする理由

■ 保育の必要性を証明する書類

①～②の提出があった場合、保育料・副食費の減額・減免が適用される可能性があります。提出がない場合は適用されません。

　就労証明書

必要な様式は各施設や保育幼稚園課で配布しています。一部はホームページからダウンロードできます。

下記の理由より、該当する項目の証明を父母それぞれ揃えて、申請書に添付してください。
※年度途中入所の場合は、入所希望月２か月前からの証明が有効です。

就
労

自営業主・自営専従者
農業・漁業・内職

⇒

会社等に常勤・ﾊﾟｰﾄ等で勤務

就学申立書 ＋ 学生証ｺﾋﾟｰまたは在学証明等
                    ＋ カリキュラム（時間割）

□介護保険被保険者証（ｺﾋﾟｰ）
　とケアプラン（ｺﾋﾟｰ）

　母子健康手帳
（表紙と予定日のﾍﾟｰｼﾞのコピー）

いずれか
ひとつ

介護（看護）申立書　と添付資料

いずれか
ひとつ

添
付
資
料

罹災証明、民生児童委員の確認

求職申立書　＋　状況確認の書類

月64時間
以上必要

こちらのフォームからアンケート形式で答えて

いただくだけで、必要な提出資料がわかります。

ぜひご活用ください。


